
 

 

 

 

 

  

  

  

     

 

  

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

南目垣・東野々宮町地区 

まちづくりニュース 
発行：茨木市南目垣・東野々宮土地区画整理準備組合 

ニュース 

レター 

No2 

平成 29年５月 27日（土）、茨木市南目垣・東野々宮土地区画整理準備組合地権者説明会を開催し、

79名にご出席いただきました。 

説明会では、これまで課題となっていた㈱イトーヨーカ堂に代わる進出事業者として、ホームセン

ター事業等を全国展開されている㈱リクシルビバと大型物流施設の開発運営を行っている GLP㈱の２

社を進出事業者の核として事業化検討を進める考えであることについて説明し、参加者から概ねの賛

同をいただきました。また、２社からは本事業に参画することで、新たな生活拠点として地域に貢献

し、協力しながら事業化検討を進めて行くことを約束いただきました。 

今後は、８月頃に事業計画変更案を地権者の皆様にご説明ができるよう、事業化検討パートナーで

ある㈱竹中土木等と検討を進めてまいりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。 

 

『㈱リクシルビバ』・『ＧＬＰ㈱』の２社を進出事業者の核に選定 

※本準備組合は、まちづくり初動期活動サポート助成（（公財）大阪府都市整備推進センター）を受け 

て活動しています。 

 

GLP株式会社 企業紹介 

株式会社 LIXILビバ 企業紹介 

●当日いただきましたご質問やご意見とその回答を紹介させていただきます。 
 
 

【進出事業者に関する質問】 

Ｑ：企業の選定にあたり、他の候補に挙がった企業があれば、どのような所か教えて欲しい。 

Ａ：十数社から進出の意向はいただきましたが、確実な事業実現性やまちづくりへの貢献度など

一定の企業選定の考え方に基づき、株式会社リクシルビバ、GLP株式会社の２社を選定しま

した。それ以外の企業に関しては、個別の名称を出すことは、控えさせていただきます。 
 

 
 

 

 

【スケジュールに関する質問】 

Ｑ：本日説明のあったスケジュールでは、売買契約から決済まで約３年を要することになってい

るが、その間に事業者が撤退することは無いのか。事業者の撤退によるリスク軽減のため、

売買契約から決済までの期間を短くすることは可能か。 

Ａ：仮換地指定時点で売買契約が可能となるが、決済は引渡が可能な造成工事完了後でないとで

きないため、ある程度長期化することは避けられません。事業者の撤退等、万が一の事態に

備え、契約条件の中で違約金を設定するなど今後調整していくことになります。 
 

Ｑ：賃貸か売買かの最終的な意向は、いつまでに決めなければならないのか。 

Ａ：換地に係る最終的な意向（賃貸・売買・農地利用）を示していただく『換地申出書』の提出

は平成 31 年度（仮換地指定前）になりますが、来年（平成 30 年）夏に予定している本同

意取得以降は、大幅な事業計画の変更が難しくなるため、それまでに準備組合に対し土地利

用意向の提示をお願いします。 

また、今年の夏以降、個別相談会の開催や土地利用意向に関するアンケート調査を実施する

など、地権者の皆さんの意見を確認しながら、準備組合で土地利用計画を作成していきます

ので、夏休み等を利用し、本件についてご家族で話し合っていただきたいと思います。 
 

【その他の質問】 

Ｑ：過去に『南目垣２交差点』から南方向へ摂津市まで貫く道路の整備計画があったと聞いたこ

とがあるが、工事車両などを考慮すると、今回の事業において、その道路を整備するのがよ

いのではないか。 

Ａ：今回は隣接市を含めた事業では無いことから、道路は区画内道路の計画としています。 

また、工事着手前には別途工事内容に関する説明会を開催し、工事車両の通行ルートやその

頻度（１日あたりの搬入台数など）を説明する機会を設けます。 
 

Ｑ：事業途中で進出事業者が撤退することになった場合には、どうなるのか。 

Ａ：当該地には複数の企業から進出希望をいただいており、選定基準を満たす事業者に進出して

もらうことで、当初の計画に近い形で、目的を達成できると考えています。当該地であれば、

必ず進出を希望する事業者は存在し、地権者の皆様にも満足いただけると考えています。 

 

準備組合地権者説明会Ｑ&Ａ 

《連絡先》   茨木市 都市整備部 都市政策課 推進係 
〒567-8505 茨木市駅前三丁目８番 13号 茨木市役所南館５階 
電話：072-620-1660  Fax：072-620-1730 

E-mail：toshi@city.ibaraki.lg.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●企業選定の考え方について 

下記の５つの項目を基準に、㈱リクシルビバとＧＬＰ㈱の２社を進出事業者の核に選びま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業選定の基準と進出事業者の企業紹介 換地の考え方についての勉強会 

●今後、事業を進めるにあたり、必ず生じる換地について、土地評価の方法、申出換地、

短冊換地の観点から、説明いただきました。 

 

■換地の方法 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■申出換地手法とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■短冊換地とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、税制に関することなど、テーマを設定し、勉強会を開催してまいりますので、皆様奮っ

てご参加下さい。 

●株式会社リクシルビバ（ホームセンター事業等を全国展開） 

設   立：昭和 52年４月 

上   場：平成 29年４月東京証券取引所市場第一部 

店 舗 数：86店舗（関西圏６店舗） 

事業内容 ：ホームセンター事業、リフォーム事業、ヴィシーズ事業部、デベロッパー事業 

～地域貢献（防災・災害支援）～ 

関東地区の事例では、「大規模災害等における 

物資の供給への協力に関する協定」を締結し、 

災害時の支援を約束。 

～社会貢献活動～ 

地域の支援学校への出前授業や、就労支援の 

取組を開始。 

●ＧＬＰ株式会社（大型物流施設の開発運営） 

設   立：平成 21年３月 

上   場：平成 22年 10月シンガポール証券取引所メインボード（ＳＧＸ） 

施 設 数：111棟（関西エリア 26棟） 

事業内容 ：物流施設・用地の賃貸、売買、開発、運営管理および投資助言 

～地域貢献（防災・災害支援）～ 

行政と協定書を締結し、有事の際、防災拠点として避難者を受け入れる体制を構築。 

～環境配慮～ 

行政から表彰される等、全国各地で環境に 

配慮した施設の開発・運営を推進。 

～雇用創出～ 

 全国の GLP施設で働く方は、約３万人。 

ＧＬＰ尼崎 

「尼崎 21 世紀の森緑化賞」を受賞 

社内イベントの様子 

【参考】原位置換地手法とは 

換地の原則は、従前の宅地と換地が照応するよ

うに、従前の宅地の位置付近に換地を定めます。 

 

 

 

 

 

通常の区画整理では、元の位置付近に換地します。 

スーパービバホーム寝屋川店（区画整理事業により出店） 

食料品スーパーなど、多数の店舗が出店 

従前地 換地後 

事業計画に定められた土

地利用計画に従い、土地利

用実現のため、土地の集約

をおこない、権利者の土地

利用の意向を反映させた換

地位置を、権利者の申出に

より定めることを言いま

す。 

申出換地を行う商業及び物流ゾーンについ

ては、土地の一体利用を目的とすることから、

仮換地について一体評価により「短冊換地」と

します。 

なお、整理前の評価については、各筆ごとに

評価しますので、各筆の減歩率は各々違うこと

になります。 

当地区は、商業及び物流施設用地とし

て、一体的な土地利用を図るため、大街区

を設定して商業及び物流ゾーンにおいて、

賃貸及び売買希望者を集約する計画です。

また、営農希望者についても農地ゾーンに

集約します。 

通常の区画整理事業の換地設計では、

『原位置換地手法』が原則ですが、本事業

については、大街区に換地を集約する目的

から、『申出換地手法』を採用する予定で

す。 

 

①確実な実現（個々の土地利用） 
  ○長期間の事業でも揺るがない進出意向 

  ○他地区の実績や健全で良好な財務体質 

②全組合員に公平・公正な受益 
 ○売却・賃貸を含めて全員に不公平なく履行 

 ○集約換地街区全ての土地で実行する 

 

③まちづくりへの貢献 
 ○活力・環境・安心への企業貢献 

④経済条件の約束 
 ○単価「105,000円/㎡」・ 

「1,200円/月・坪」以上確保 

⑤事業に対する姿勢 
 ○組合員にリスクの少ない売買、賃貸条件 

 

今後、選定した２社とともに事業化（土地区画整理組合の設立）に向けた協議

を重ね、地域の生活利便性の向上に加え、環境面や地域の安全・安心に貢献で

きるまちづくりの実現に向け、取り組んでいきます。 

集約換地のイメージ 換地申出書のイメージ 


